
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
　
秀
樹
会
　
大
橋
内
科
医
院

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

岡
山
市
北
区
一
宮
一
四
四
︱
二

医
療
法
人
隆
和
会
　
畑
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
中
区
原
尾
島
三
︱
一
四
︱
三
七

こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
え
く
ぼ

〃

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
旭
ヶ
丘
四
丁
目
二
番
三
六

お
か
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
問
屋
町
二
一
番
地
一
〇
四

河
田
皮
膚
科
医
院

〃

岡
山
市
北
区
庭
瀬
二
七
二
︱
一
五

牧
野
皮
膚
科
形
成
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

岡
山
市
北
区
平
田
一
一
一
︱
一
〇
四

ふ
く
し
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

倉
敷
市
笹
沖
一
六
三
︱
一
二

井
戸
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

津
山
市
山
下
一
〇
一

3

8

26



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

長
谷
井
内
科
医
院

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
四
八
一
︱
四

美
作
市
立
福
山
診
療
所

〃

美
作
市
万
善
二
四
︱
一



健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ど
い
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

岡
山
市
北
区
納
所
二
五
四
︱
一

ヨ
コ
ヤ
マ
歯
科
医
院

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
日

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
︱
一
〇
︱
二

岡
山
み
な
み
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

岡
山
市
南
区
築
港
新
町
一
︱
一
七
︱
一
五

Ｍ
Ａ
Ｅ
Ｄ
Ａ
　
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｌ
　
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
日

岡
山
市
北
区
津
島
西
坂
一
丁
目
一
番
二
七
号

し
ん
ご
歯
科

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

倉
敷
市
新
田
二
六
〇
五
︱
五

し
ん
く
ら
歯
科
医
院

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
日

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
二
一
二
番
地

み
や
お
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

総
社
市
真
壁
一
五
六
︱
一

樋
口
歯
科
医
院

〃

高
梁
市
松
原
通
二
一
二
三
番
地
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

髙
宮
歯
科
医
院

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

赤
磐
市
高
屋
三
六
七
︱
五

か
め
の
こ
う
歯
科

〃

久
米
郡
美
咲
町
原
田
一
一
九
二
︱
三



健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
田
　
泰

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

み
の
り
薬
局
　
妹
尾
店

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

岡
山
市
南
区
妹
尾
八
四
〇
︱
一
五

ア
イ
ビ
︱
薬
局
大
安
寺

〃

岡
山
市
北
区
野
殿
東
町
一
︱
三
三

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
　
妹
尾
店

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
日

岡
山
市
南
区
妹
尾
一
八
八
三
番
地
一

ア
イ
ン
薬
局
岡
大
病
院
店

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

岡
山
市
北
区
鹿
田
町
二
丁
目
五
︱
一

サ
カ
エ
薬
局
　
西
大
寺
南
店

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
日

岡
山
市
東
区
西
大
寺
南
二
︱
一
︱
四
六

虹
の
薬
局
ち
ど
り
店

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

倉
敷
市
水
島
西
千
鳥
町
三
︱
二
一
ノ
バ
シ
テ
ィ
第
一

ビ
ル
一
階

く
る
み
薬
局

〃

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
二
一
二
番
地
一
一

ス
︱
パ
︱
ド
ラ
ッ
グ
た
ん
ぽ
ぽ
勝
山
薬
局

〃

真
庭
市
三
田
一
四
九
︱
一
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